
ミキハウスグループ 2022 年度 CSR調達レポート 

1. はじめに 

近年、「ビジネスと人権」、「SDGs（持続可能な開発目標）」、「気候変動対策」といった社会
課題に向けて企業が取り組むことが期待されていますが、このような社会背景のもと、ミキハウ

スグループではサプライチェーンにおける人権、労働環境、環境問題について、透明性を以

て説明責任を果たすことに努めてまいります。

2. 基本的な考え方 

これからもより多くのお子さま・ご家族に喜んでいただける製品やサービスをご提供すること

を目指して、「三起商行株式会社 CSR調達方針」および各方針に基づき、ミキハウスグループ
の取締役、役員、および従業員の一人ひとりが倫理的な事業活動を行うことを基本理念として

います。その上で、「サプライチェーンマネジメント」「責任ある調達」に注力し、サプライヤーとと

もに、「三起商行サプライヤー行動規範」に沿った調達活動を通じて、「持続可能なサプライチ

ェーン」を推進します。また、関連業界団体などのステークホルダーとの協働による活動を推進

します。

3. 体制 

ミキハウスグループでは、三起商行株式会社の CSR 部門、人事総務部門、生産部門が中
心となり、さらにその他の関連部門や各ビジネス部門と協力して活動を推進しています。 CSR 
推進部が全社的な方針を定め、運用については、生産・調達担当の指示の下、代表取締役を

運用責任者としています。

4. 2022年度の取り組み 

対象期間：2022年 3月 1日～2023年 2月 28日

◆国内サプライヤーにおける外国人技能実習制度に関する取り組み 

 ミキハウスグループでは 2018 年から 2019 年にかけて、外国人技能実習生（以下、技

能実習生）を雇用する国内 1 次サプライヤー（縫製）工場 25 社に対し、実態調査を実

施いたしました。その後、新型コロナウイルスの感染拡大による行動制限期間を経て、

2021 年度にはサプライチェーン全体での取り組みの重要性を鑑み、素材の染色加工を

担う国内染色工場（2 次サプライヤー）2 社に対して実態調査を行いました。

2022 年度の取り組みとしては、人流の回復を背景に、2022 年 4 月に 1 社（縫製工場）、

2022 年 6 月に 1 社（縫製工場）、2022 年 10 月に 2 社（染色工場）、あらたに技能実習生

の雇用を把握したサプライヤーの監査を実施いたしました。これらの監査については、

従来の対話中心に比重を置いた監査手法に加え、業界団体が策定した監査要求項目リス

トに基づきチェックを行う手法も取り入れ、より総合的な視点での実態及び課題の把握

に努めました。

引き続き、以前実施した実態調査後のフォローアップ再調査も含め、より良い労働環



境への改善に向けたサプライヤーの監査を随時進めてまいります。

◆海外サプライヤーにおける取り組み 

2022 年度は、国内サプライヤーとともに重要なパートナーである海外サプライヤーの実態調
査にも着手いたしました。2022 年 3 月、カットソー商品の主力工場である中国（上海・青島地
区）の縫製工場 3社に対し、第三者機関の協力の下、監査員を派遣する形で工場監査を実施、
現地法に精通した現地監査員による、国内サプライヤー向けとほぼ同内容の監査を行いまし

た。

ミキハウスグループの社員が必ずしも同行できない海外サプライヤーの工場監査について

は、今後も外部機関の機能やノウハウを積極的に活用しながら、遠隔指示による手法も含め対

応を進めてまいります。

◆コロナ禍を経たサプライチェーンの再確認

 約 3 年に及ぶ新型コロナウイルスの感染拡大は国際社会に大きな影響を与えました。ミキハ
ウスグループの場合もその例外ではなく、特に国内サプライヤーでは、技能実習生の雇用計

画の狂いから慢性的な人材難に拍車がかかり操業に影響が及ぶなど、経済全体の停滞により

サプライヤーを取り巻く状況がより深刻化しました。

 ミキハウスグループではそのような状況を踏まえ、現状のサプライチェーン全容把握のための

サプライヤーアンケート（サプライヤーリストの回収）を 2022 年 12 月に実施しました。すべての
商品カテゴリーについて、繊維製品は「縫製」「二次加工」、雑貨成型品は「成型」「アッセンブ

ル」に携わるサプライヤーを対象とし、111 サプライヤーから回答を得たこと、また、海外及び外
注先も含めた工場数は 318（一部重複あり）を数える実態を把握しました。
 あわせて国内サプライヤーに対しては技能実習生の雇用の有無をあらためて確認し、22 社
で約 300 名が雇用されていることがわかりました。技能実習生の国籍の割合はベトナム 60％、
中国 25％、以降ミャンマー、インドネシア、フィリピンの順で、近年は特にベトナム人の割合が
増加している傾向が見られました。

ミキハウスグループとしては引き続き国内外を問わずサプライヤーの労働者の人権、労働条

件、安全衛生、雇用状況などを把握し、今後もサプライヤーにおける労働条件の改善への取り

組みや雇用の維持に貢献すべく、一層の努力を行ってまいります。

◆海外の「現代奴隷法」への対応

サプライチェーンにおけるあらゆる奴隷制（人身取引、強制労働、性的搾取等）を確実に排

除するため、企業に求められる対応とその取り組み内容の開示を法制化によって義務付ける

「現代奴隷法」の制定が海外各国で進んでいます。

2015年に英国現代奴隷法（※1）、2019年にオーストラリア現代奴隷法（※2）、2023年 1月
にはドイツでサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法がそれぞれ施行されており、英国とオ

ーストラリアで事業を行っているミキハウスグループは英国現代奴隷法、オーストラリア現代奴

隷法それぞれの対象企業にあたります。

ミキハウスグループでは、グローバルサイトにて「英国現代奴隷法 2015」へのステートメントを
2019 年に開示し、その後毎年更新すると同時に、英国政府が推奨する政府指定専用サイトへ
の同ステートメントの登録を 2021年 9月に完了、毎年更新しております。

https://modern-slavery-statement-registry.service.gov.uk/ 

あわせてオーストラリア現代奴隷法につきましても、オーストラリア政府が推奨する政府指定



専用サイトへのステートメントの登録を 2021年 9月に完了し、これも毎年更新しております。
https://modernslaveryregister.gov.au/statements/5421/ 

※1 英国現代奴隷法…英国で事業を展開し、且つ企業全体の年間売上高が 3600万ポン
ド（約 66億円）を超える営利団体・企業が対象。2015年施行。

※2 オーストラリア現代奴隷法…オーストラリア国内で事業を展開し、且つ企業全体の年間
売上高が 1 億オーストラリアドル（約 96 億円）を超える営利団体・企業が対象。2019
年施行。

*2023年 7月現在の為替レートにて換算

◆繊維版「責任ある企業行動ガイドライン」に関する取り組み

欧州で人権デュー・ディリジェンスへの取り組みや法制化が進む中、日本政府は 2022 年
9 月、企業が人権尊重への取組の普及・促進に向けて業界で横断的に活用できることを目
指した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を発表しまし

た。

また、それと並行する形で、日本繊維産業連盟が、国際労働機関（ILO）駐日事務所の協
力のもと、人権分野において日本の繊維業界が社会的責任をはたすためのガイドライン「繊

維産業における責任ある企業行動ガイドライン」を 2022年 8月に作成、発行しました。
ミキハウスグループは、同ガイドラインの策定段階から参画し、技能実習生を雇用するサ

プライヤー工場と取り組みを行う発注企業の立場としての提言を行いました。また同ガイドラ

インの巻末ではグッドプラクティス事例としてミキハウスグループの取り組みが紹介されてい

ます。

なお、同ガイドラインは日本繊維産業連盟の HPからダウンロードが可能です。
https://www.jtf-net.com/index.htm 

◆ILO、JETROの共同プロジェクトへの協力

ミキハウスグループは、国際労働機関（ILO）駐日事務所と日本貿易振興機構（JETRO）
が覚書を締結して進めている、日本及びベトナムなど ASEAN に生産拠点を持つ、主に繊
維・アパレル、電気・電子分野での日本企業の取り組み事例の共同調査に参加、協力いた

しました。

また、共同調査報告書の発行に先立って JETRO の HP にてミキハウスグループの取り組
みが他企業と並んで紹介されました。

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/0302/6f9ec4550e7fb574.html 
共同調査報告書の発行は 2023年夏に予定されています。

◆ASSC ワーカーズボイス
ミキハウスグループは 2020 年より、労働者の救済を目的とする苦情処理メカニズムとして

ASSCが運営する多言語ホットライン「ASSC ワーカーズボイス」（AWV）を採用、現在国内外
172のサプライヤー工場に導入し、ASSC と協働で運用しています。

AWVは、労働者に対する相談窓口としての役割や職場での困りごとに関連する情報提供
を行うほか、寄せられた相談に対してミキハウスグループとの連携を促進することで、労働者

への支援や、サプライヤー工場の課題改善への働きかけを促進する仕組みです。

サプライヤー工場の労働者への説明は、サプライヤー工場の各担当者を通じて、工場内

でのポスターの掲示、労働者向けのハンドブックの配布を通じて実施いたしました。今後は、



苦情処理メカニズムの実効性を高めるべく継続的な検証と改善を行ってまいります。

5. 教育と研修

 ミキハウスグループでは、グループ従業員に対して「SDGs（持続可能な開発目標）」や「人権

尊重・差別とハラスメント」、「腐敗行為」などについての研修を継続的に行い、グループ従業

員の倫理的な意識を高めることに努めています。 

6. 環境への配慮 

 ミキハウスグループでは、「使い捨てではない」リユース可能な高品質の商品を通じて、持続

可能な循環型社会の環境に配慮したものづくりを行っています。 

店舗でお客さまにお渡しするショッパー（手提げ袋）や包装紙、ラベル類には「FSC®認証紙」

（森を守る Forest Stewardship Council）を採用、また商品保護用に封入する透明ポリ袋には

「バイオマス（生物資源）由来プラスチック」を使用したものを採用しています。 

 2023 年度からは、Vietnam Rubber Group との取り組みにより、持続的に開発された森林から

採取された原料を使用し労働環境に配慮された精製工場で生産される、トレーサビリティが確

保された「サステナブルラバー」をシューズに取り入れてまいります。 

7. 今後に向けて 

ミキハウスグループは、創業以来一貫して追い求めてきた、子どもたちの健やかで豊かな

成長に寄り添い、子どもたちのことを第一に考えた高い品質のものづくりを通して、「子どもと

家族の未来を笑顔でいっぱいに」という企業ミッションの体現に向け、今後も社会にとってな

くてはならない企業となるための取り組みや様々な活動を進めてまいります。

特にサプライヤーとの協業については、CSR調達方針に基づく調達活動の実践、人権デ
ュー・ディリジェンスの推進、および外国人労働者の責任ある雇用の推進に取り組みつつ、

技能実習制度を活用しているサプライヤー工場に対する継続的な情報把握とフォローアッ

プ、2次サプライヤーへの働きかけの推進、AWVの運用の深化に注力し、引き続き取り組ん
でまいります。

また、社内組織として ESG 推進部を新設し、人権への取り組みと同様に、企業活動が及
ぼす環境への負荷の可視化を進め、気候変動対策を行うための準備を推進してまいります。

具体的には、弊社の主要製品での LCA（ライフサイクルアセスメント）実施を手始めに、マテ
アリティの特定を進めてまいりたいと考えております。

SDGs の重要なテーマ「世界中のパートナーとともに社会から信頼される企業へ」という目
標に基づき、引き続き労働環境改善や人権課題、さらには気候変動対策といった取り組み

を通じて、責任ある調達の実現に向け邁進する所存です。

以上

2023年 8月
ミキハウスグループ

三起商行株式会社 CSR推進部


